
 
 

○ 総 務 省 告 示 第 三 十 九 号  
無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 別 表 第 一 号 注 3
4 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成

二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 五 百 七 号 （ 構 内 無 線 局 等 の 無 線 設 備 に 指 定 す る 周 波 数 の 指 定 周 波 数 帯 を 定 め る

件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 七 年 二 月 二 十 七 日  

総 務 大 臣  村 上 誠 一 郎  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が

異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改 正 後  改 正 前  

［ １  略 ］   ［ １  同 左 ］  

２  特 定 小 電 力 無 線 局  ２  ［ 同 左 ］  

周 波 数  指 定 周 波 数 帯  

［ 略 ］  ［ 略 ］  

433.92MHz 433.67MHzか ら 434.17MHzま で （ 注 １ ）  

433.795MHzか ら 434.045MHzま で （ 注 ２ ）  

［ 略 ］  ［ 略 ］  

60.5GHz 60.0GHzか ら 61.0GHzま で （ 注 ３ ）  

57.0GHzか ら 64.0GHzま で （ 注 ４ ）  

61.5GHz 57.0GHzか ら 66.0GHzま で （ 注 ４ ）  

［ 略 ］  ［ 略 ］  

注 １  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 四 第 五 号 イ に 規 定 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 に 限

る 。  

注 ２  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 四 第 五 号 ロ に 規 定 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 に 限

る 。  

注 ３  ［ 略 ］  

注 ４  ［ 略 ］  

周 波 数  指 定 周 波 数 帯  

［ 同 左 ］  ［ 同 左 ］  

433.92MHz 433.67MHzか ら 434.17MHzま で  

 

［ 同 左 ］  ［ 同 左 ］  

60.5GHz 60.0GHzか ら 61.0GHzま で （ 注 １ ）  

57.0GHzか ら 64.0GHzま で （ 注 ２ ）  

61.5GHz 57.0GHzか ら 66.0GHzま で （ 注 ２ ）  

［ 同 左 ］  ［ 同 左 ］  

［ 新 設 ］  

 

［ 新 設 ］  

 

注 １  ［ 同 左 ］  

注 ２  ［ 同 左 ］  

［ ３ ～ ６  略 ］  ［ ３ ～ ６  同 左 ］  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 

 

二  頁  

 


